認定看護師による訪問看護師との同行訪問についての説明書・同意書
１．認定看護師による訪問看護師との同行訪問（以下、認定看護師による同行訪問）について
自宅や施設※１で療養されている訪問看護利用者様のうち、通院が困難な方に対し、認定看護師が在宅でのケア方法などの見直しや在宅での療養生活が継続できるよう、専門的なケアを訪問看護ステーション等の訪問看護師と共同して実施します。
認定看護師とは、専門性の高い研修を受け、熟練した看護技術と知識を有すると認定された看護師のことであり、認定看護師が訪問することで、質の高い看護を提供します。
※１　医師または看護師の配置が義務づけられている施設に入所している方は対象外です。
配置が義務づけられているか否かについてはお住まいの施設にご確認をお願いいた
します。
２．認定看護師による同行訪問の日程等の調整について
（１）越谷市立病院の認定看護師と訪問看護師が相談し日程等を調整します。
（２）訪問日時が決定次第、訪問看護師から利用者様等に連絡します。
３．利用料について
（１）利用料（医療保険の区分による自己負担分）および交通費

①負担金額（基本料金）


１割：１，２９０円
２割：２，５７０円
３割：３，８６０円

②交通費


越谷市立病院から直線距離で往復１０㎞圏内は一律４００円（１㎞毎に４０円増）


駐車場代が発生する場合は、別途実費を請求いたします。
（２）お支払い方法
お支払いは、次の２つの方法からお選びください。
①銀行振込
請求書到着後、期日までに口座へお振り込みください。なお、振込手数料はご負担願います。
②越谷市立病院の会計窓口でお支払い
院内外来会計窓口にてお支払いください。
（土・日・祝日を除く。午前８時３０分から午後５時まで）
４．個人情報について
業務上知り得た利用者様およびご家族様等の個人情報は保護されますが、医療上緊急時等やむを得ない場合や訪問看護ステーション等の訪問看護師との情報共有に必要であると判断した場合には、必要な範囲内で個人情報を用います。
５．感染対策について
訪問する認定看護師は毎日体温測定などの健康観察を行い、健康上問題がない場合のみ利用者様宅へ訪問を実施します。越谷市立病院の感染対策に則り訪問時は手指衛生を行い、必要時はシールドとマスクを着用し感染リスクを最小限として実施します。また、感染を防止するため特別な事情がない限りは、ご利用者様、ご家族様、訪問看護師等、同席する方々もマスクの着用をお願いいたします。
６．緊急時の対応
万が一、訪問時に緊急対応の必要性が生じた場合は、訪問看護師の指示に従い応急処置を行った後、速やかにご家族様等に連絡し、主治医（在宅医）および越谷市立病院院長（看護部長）へ報告いたします。
※ご不明な点、お問い合わせは越谷市立病院・医療連携室までご連絡ください。
※「認定看護師による同行訪問」に関するお問い合わせについては、訪問看護ステーション等の訪問看護師からご連絡ください。利用者様およびご家族様等からのお問合せについては対応できませんので、あらかじめご了承ください。
越谷市立病院　医療連携室　電話　（０４８）９６５－２２２１（代表）
越谷市立病院　病院長
認定看護師による訪問看護師との同行訪問についての同意書
（説明日）西暦　　　　年　　　月　　　日
説明者所属：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
説明看護師氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
越谷市立病院の認定看護師（皮膚・排泄ケア認定看護師、緩和ケア認定看護師等）の訪問看護師との同行を依頼します。
なお、依頼に当たっては訪問看護師（認定看護師）による説明を受け、
「認定看護師による同行訪問についての説明」を理解し、認定看護師の同行訪問看護を受けることに同意します。
西暦　　　　年　　　月　　　日
住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　 　      　
利用者様氏名:(署名)　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　  　
代諾者様(ご家族様等):(署名) 　　　　 　　　   　　    関　係：　　　　　
※原本は訪問看護ステーションが保管　
コピー2部:利用者様(代諾者様)、認定看護師が保管
※この同意は、訪問前であれば利用者様または、代諾者様(ご家族様等)の意思でいつでも撤回できます。
訪問看護師


利用者様説明用


（他施設用）
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訪問看護師説明用








